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児童手当の制度改児童手当の制度改正児童手当の制度改正
（拡充（拡充）のお知らせお知らせ（拡充）のお知らせ

令和 6年令和 6年

10月から月から
令和 6年

10月から

　令和６年１０月分（初回支給は令和６年１２月分を予定）から、児童手当法
の改正による制度改正（拡充）が行われます。
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